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１．VOICE 動画を労働組合 HP にてご覧ください 

 組合 HP 内の三越伊勢丹ビジネス・サポートのページよりご確認ください 

組合 HP（http://www.imgu.or.jp/）＝QR コードはこちら 

ログイン ID：各人の個人コード 10 桁（企業コード２ケタ（im）＋社員コード８ケタ） 

パスワード：生年月日（８ケタ入力 例）19820830）                   

２．動画視聴後、全メンバー対象アンケートの回答をお願いします 

･ 記名式ですので、質問等ありましたら返信します 

･ 回答期間は 11 月 9 日(水)を予定 

動画ページに添付してある下記の URL をクリックし回答してください↓） 

https://forms.office.com/r/NrQqLgKYKF 

スマートフォンで QR コードを読み取ってもアンケート回答可能です 

※アンケート内の所属の記入部分で同じ所属でも分割してある場所がありますが、集計 

の都合ですので、ご了承下さい。 

   また、ご意見、ご質問を直接お話できるように、リモート VOICE も同時に開催を予定しています。 

URL⇒HP に記載してありますので、動画ページよりお入りください。 

 

開催日時⇒ 

 ①11 月７日 12:00～12:30  ② 11 月８日 12:00～12:30    ③11 月９日 12:00～12:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 配布対象者：IMBS 組合員・非組合員（出向者除く）  

○ 組合員は、VOICE 動画を必ずご覧ください。  

         ※動画を見ながら資料もご確認下さい。  

  

三越伊勢丹ビジネス・サポート支部 

2022 年度 中間報告 

2022 年 12 月賞与(案)について 

労使通年協議はメンバーのみなさんから意見をいただきながら進めています。 

皆さん必ず動画を視聴いただき、 

視聴後は全メンバー対象のアンケートに回答をお願いします。 

視聴確認 

アンケート 

組合 HP 

三越伊勢丹グループ労働組合 

 

10 月 25 日に VOICE 動画を労働組合 HP に

て公開します。就業時間外にご確認下さい。 
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＜三越伊勢丹ビジネス・サポート支部大会 議事日程＞ 

 

 

Ⅰ．支部大会運営委員紹介          支部書記長 

Ⅱ．資格審査報告                運営委員長 

Ⅲ．書記任命                   議長 

Ⅳ．開会宣言                   議長 

Ⅴ. 議事日程発表                運営委員長 

Ⅵ. 議題                      支部書記長 

 

 

第一号議案 

 １．2022 年 12 月賞与(案)について 

  

 

 

Ⅶ．委員長挨拶                 支部執行委員長 

Ⅷ．閉会宣言                   議長 

 

 

 

＜日程＞  2022 年 11 月 11 日（金） 

 

＜会場＞  新宿Ｈ＆Ｉビル１階 共用会議室・リモート開催 

 

＜出席者＞ 本部役員 ・ 監査委員 ・ ＩＭＢＳ支部四役 

ＩＭＢＳ支部執行委員 ・ ＩＭＢＳ支部評議員 
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第２章  

2022 年度 労使通年協議中間報告 
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Ⅰ. 私たちを取り巻く環境について 

１．2022 年度第 1 四半期グループ業績 

※三越伊勢丹グループ 2022 年度第１四半期業績発表数値より抜粋 

１）グループの業績の状況について 

（１）三越伊勢丹グループ（連結） 第１四半期業績（4 月～６月） 

①三越伊勢丹グループ業績                     （単位：百万円） 

 実績 前年差 前年比 
2022 年度 

通期予測 

売上高 242,897 46,581 123.7％ 1,050,000 

売上総利益 62,159 12,048 124.0％ 494,000 

販管費 58,194 2,055 103.7％ 262,000 

営業利益 3,965 9,992 － 17,000 

純利益 5,652 14,325 － 19,000 

 

②三越伊勢丹・国内グループ百貨店別 売上高                         (単位：百万円) 

 売上高 前年比  総額売上高 前年比 

三越伊勢丹 136,377 135.8% 新潟三越伊勢丹 8,127 104.0% 

札幌丸井三越 11,827 126.2% 広島三越 2,704 107.5% 

函館丸井今井 1,369 104.3% 高松三越 5,070 116.0% 

仙台三越 6,298 109.7% 松山三越 1,245 132.2% 

名古屋三越 13,474 105.4% 岩田屋三越 25,004 122.5% 

静岡伊勢丹 3,829 103.4%  

 

 

   ③三越伊勢丹店舗別 売上高                                   (単位：百万円) 

 総額売上高 前年比  総額売上高 前年比 

新宿本店 72,506 139.8% 立川店 7,029 120.7% 

日本橋本店 31,919 134.8% 浦和店 8,590 103.8% 

銀座店 16,330 151.9% 三越伊勢丹計 136,377 135.8% 

 

 

  

2022 年度通期予測

の営業利益を 140 億

円から 170 億円に上

方修正しています。 
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④グループセグメント別業績                                     (単位：百万円) 

 
百貨店業 

クレジット・金融・友の

会業 
不動産業 その他 

実績 実績 実績 実績 

売上高 91,780 7,365 4,299 10,179 

営業利益 1,944 1,072 1,051 ▲168 

 

  

 

  

①百貨店業 

百貨店業におきましては、３月にまん延防止等重点措置が解除されて以降、全国各地での人流回復に加え、昨年の臨時休業等の反

動もあり、売上高、入店客数ともに前年から大きく伸長いたしました。 

外出機会の増加により消費行動が活発化したことで、ラグジュアリーブランド、宝飾、衣料品等を中心に売上が好調に推移し、客単価に

ついてはコロナ前の水準を上回りました。 

伊勢丹新宿本店、三越日本橋本店では、外商顧客やエムアイカード上位利用顧客による売上が牽引し、ラグジュアリーブランド、宝飾、

時計等の高額品アイテムの売上が好調に推移いたしました。また、伊勢丹新宿本店では、４月の売上高が、三越伊勢丹の統合後最高と

なる等、回復基調が鮮明となりました。 

オンラインの取り組みでは、化粧品 EC サイトの「meeco（ミーコ）」が、外出機会の増加等に伴い、サンケア、ベースメイク、フレグランス等

のアイテムの売上が好調で、前年から大きく伸長いたしました。また、30 代～40 代の中心顧客が引続き堅調な他、20 代の顧客数、売上

シェアが伸長する等、順調に推移しております。三越伊勢丹リモートショッピングアプリでは、地域百貨店とのリモート接客を通じて、宝飾・時

計等を中心とした高額品の需要を取り込み、好調に推移いたしました。 

②クレジット・金融・友の会業 

クレジット・金融・友の会業におきましては、当社グループの優良な顧客基盤への金融サービスの拡充を図るとともに、外部企業とのアライア

ンスによる会員基盤の拡大に取り組むことで、より一層の収益拡大を目指しております。 

株式会社エムアイカードは、新型コロナウイルス感染者数の減少に伴い消費活動が活発化したことから、クレジットカード取扱高がコロナ前

の水準近くまで回復いたしました。特に、旅行や飲食領域での利用が伸長し、百貨店外でのクレジットカード取扱高については前年実績に

対し大きく伸長いたしました。 

③不動産業 

不動産業におきましては、グループが保有する国内外の不動産を最大源に活用し、新たな価値創出に向けた検討を進めております。 

株式会社三越伊勢丹プロパティ・デザインは、主要事業の建装・デザイン事業において、コロナ禍で工事が延期となっていた案件の完工増

加等により、前年実績に対し増収となりました。 

④その他 

物流業の株式会社三越伊勢丹ビジネス・サポートでは、百貨店事業の回復基調に伴い、ギフト商品等の配送・梱包業務、また、店頭商

品の荷受・館内搬送業務が増加いたしました。グループ外事業については、既存クライアントからの受託業務の伸長、新規クライアントの獲

得が順調であったことから、売上、営業利益ともに前年実績を上回りました。 
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２.三越伊勢丹ビジネス・サポートの環境 

（１）IMBS 業績 

＜2022 年４月～８月業績＞                                      (単位：百万円)                                                           
 

実績 予算比 前年比 前年差 

①売上高（②+③） 9,901 97.4% 100.8% 79 

【売上の内訳】     

 店舗業務部 3,837    

 センター業務部 4,934    

②百貨店関連 8,772    

 ソリューション営業部 1,130    

③外部関連 1,130    

④売上原価 9,721 97.4% 100.8% 62 

⑤売上総利益（①ー④） 180 102.7% 110.2% 17 

⑥その他営業収入 231 100.0％ 93.5％ 16 

⑦営業総利益（⑤+⑥） 411 101.1% 100.2% 1 

⑧販管費 227 90.3% 91.5% ▲21 

⑨営業利益（⑦ー⑧） 184 118.7% 113.5% 22 

 

❶ 売上高は、荷役業務や館内搬送量が当初の予測より減少したため、予算を下回りました。 

❷ 販管費は、内製化や業務効率化により減少しました。 

❸ 営業利益は、販管費が当初設定した予算より抑制したことから予算・前年共に上回りました。 

        

 

（２）2022 年度の上期予測について 
 

   上期累計の予測でも営業利益は予算を上回る見込みです。 

   しかしながら、営業利益予算は、昨年実績より減益であり、年間で見た場合、昨年は下期から利益が積み上がってきたことも

あり、楽観視はできない状況です。 

  

❶ 

❸ 

❷ 
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 （３）IMBS の取組について 

 

   

※第 27 回 IMBS 全国マネージャー会議 方針説明資料より抜粋  
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Ⅱ．人に関わる諸制度 

＜内容＞ 

内容 事項 対象 ページ 

１．2022 年 12 月賞与について 審議決定事項 全従業員 P37 

２． 2022 年度 10 月最低賃金改定に伴

う制度改定 

報告事項 エルダー社員 

Ⅰ、Ⅱ、Ⅵ、Ⅶ 

P44 

３．社員における退職一時金のポイント付

与における一部見直し 

報告事項 社員 P45 

４．社員ステージ C における期待役割の整

理 

報告事項 社員 P47 

５．人事賃金制度の検討 報告事項 社員 P48 

６．評価制度の適正運用 報告事項 社員、プロスタッフ P49 

７．その他の検討項目 報告事項 ― P50 

８．働く環境の整備について 報告事項 全従業員 P51 
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 ・グループ全体で収益拡大に向けた再生フェーズであることから、本年度も都度要求をおこないます。 

 ・12 月賞与は、グループ業績が回復基調にあることと、IMBS の業績状況を踏まえ、支給表の水準をベースに要求します。 

１．本年度の賞与要求の考え方 

2021 年 12 月より、支給表をベースに半期ごとに要求を組み立てる半期要求に変更してきました。 

しかし昨年度の賞与交渉（2021 年 12 月、2022 年６月）については、グループの業績が厳しいことを踏まえ、制度

上の支給表をベースにして通常の半期要求とは異なる、都度要求をおこなってきました。 

 

本年度（2022 年 12 月、2023 年６月）の賞与交渉についても、百貨店の業績は回復傾向にあるものの、本年度

もグループ全体で収益拡大に向けた再生フェーズにあることから、シェアード各社も同様に昨年よりも営業利益を低い予算

で立てている状況から、昨年度と同様の都度要求をおこないます。 

 

※参考：2022 年度 シェアード会社 賞与交渉の考え方 

① シェアード会社の賞与交渉は半期要求とせず、シェアード各社の業績とグループ連結業績を踏まえ、昨年度と同様の

都度要求とする。 

② シェアード各社の業績とグループ連結業績に応じた賞与への反映方法については、各支部労使で検討を行なうことと

し、全社一律での設定としない。 

③ 2022 年度の賞与支給水準については、グループ連結業績の前年度水準からの回復を前提に「前年度の水準以

上、各社支給表の範囲」とし、加えて自社の業績を踏まえ協議を行なう。 

 

２．2022 年上期時点の業績 

１）グループ連結 

2022 年第１四半期時点の業績については、百貨店が好調に推移したことから売上、予算とも前年を上回りました。 

また同じ時期に発表された通期の営業利益予測については、当初の 140 億円から 170 億円に上方修正されました。 

 

２）IMBS 業績について 

８月までの累計業績については、売上が予算を下回ったものの、昨年度から続く経費削減の取り組みから、営業利益

が前年・予算共に上回りました。 

上期累計の予測でも営業利益は予算を上回る見込みですが、営業利益予算は昨年実績より減益であり、年間で見

た場合、昨年は下期から利益が積み上がってきたこともあり、楽観視はできない状況です。 

 

 

３．2022 年 12 月賞与の考え方 

業績状況などを踏まえた都度要求をおこなうにあたり、上期のグループ業績は昨年と比較し回復傾向にあります。 

ＩＭＢＳの８月までの業績については、経費削減に向けたメンバーの取り組みの成果などから営業利益が前年・予算

共に上回りました。また年間の業績予測について、現時点でグループ・ＩＭＢＳ共に期初の予算を下方修正することは想

定されていません。 

以上のことから、今回要求する 2022 年 12 月賞与の水準については、賞与支給表の水準を要求します。 

 

 

１．2022 年 12 月賞与について （対象：全従業員） 審議決定事項 

ＰＯＩＮＴ 
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４．今後の都度交渉について 

2023 年６月賞与についてもグループのシェアード会社賞与交渉の考え方に基づき都度要求を行います。 

2022 年 12 月賞与が支給表水準でも、2023 年６月賞与も引き続きグループおよび IMBS の業績状況などを

踏まえながら賞与水準を検討し、2023 年 4 月ごろを目途に要求していきます。 

2022 年度の営業利益については、過去最高益である 2021 年度を下回る水準で設定をされています。その前提を

踏まえ６月の変動賞与についても、今年度の業績結果を総合的に勘案して検討を行います。 

 

  
 

<2022年度賞与　年間支給イメージ>

2022年12月

支給賞与

（案）

2023年６月

支給賞与 ※
（支給表通りだった場合のイメージ）

支給賞与合計

イメージ

2.00ヶ月

（固定）
3.00ヶ月 約5.00ヶ月

B3 3.00ヶ月 約5.00ヶ月

B2 2.85ヶ月 約4.85ヶ月

B1 2.80ヶ月 約4.80ヶ月

C3 2.30ヶ月 2.40ヶ月 約4.70ヶ月

C2 2.20ヶ月 2.20ヶ月 約4.40ヶ月

C1

Ct
2.25ヶ月 1.85ヶ月 約4.10ヶ月

※2023年６月賞与につきましては、グループおよびIMBSの

業績状況などを踏まえながら賞与水準を検討します。

ステージB

（役割②）

（B評価時）

ステージA（A３）

（B評価時）

資格

ステージC

（B評価時）

2022年度賞与

2.00ヶ月

（固定）
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５．具体的な要求内容 

１）社員ステージ C３・C2・C1・Ct 

 

①賞与評価要求 

賞与評価については、制度上の適正な評価に基づき以下の通り要求します。 

Ｂ評価以上を中心とした分布とする。 

 

②賞与支給表要求 

賞与評価については、制度上の適正な評価に基づき以下の通り要求します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Ct：2022 年４月入社の新入社員については、支給対象期間中の 

４月入社直後は研修期間と位置付けている考え方に基づき、上記の 

支給表に記載の水準となります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

C3 C2 C1・Ct ※Ct

S 2.50 2.40 2.45 2.00

A 2.40 2.30 2.35 1.90

B 2.30 2.20 2.25 1.80

C 2.20 2.10 2.15 1.70

D 2.10 2.00 2.10 1.65

※Ct：2021年4月入社の新入社員については、4月入社直後は

　　　 　研修期間と位置づけている考え方に基づき、上記の支給表に

        　記載の水準となります。

基本賞与
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 ２）社員ステージ B 

 

①賞与支給表要求 

支給表については、以下の通り要求します。 

基本賞与：2.0 ヶ月 

 

支給対象・基準日・支給方法は以下の通り要求します。 

■賞与 

〇支給対象 

2022 年４月 1 日～2022 年９月 30 日まで勤務し引き続き支給当日在籍している者 

※ただし、期間中欠勤・産休・育児休職日数などのある者は、それぞれの定めた支給方法で支給する。 

その際、欠勤日数・休日日数等は、期間中の休日・連続休暇等を除く実質日数とし、それにより出勤日数を算出する。

なお賞与日割については、それぞれの期間の所定労働日数を基礎に算出する。 

 

〇基準日 

2022 年 12 月賞与 本給・資格は、2022 年 9 月 30 日現在とする。 

※ただし、2022 年 4 月 1 日から 2022 年 12 月１日までに社員からエルダー社員に転換した者は、エルダー社員としての

賞与を支給する。 

 

〇支給方法 

・ステージＣ 

ａ）期間中欠勤のない者 

本給×資格別評価別支給ヶ月 

ｂ）期間中欠勤のある者 

本給× (資格別評価別支給ヶ月×
出勤日数

所定労働日数
) 

 

・ステージＢ 

ａ）期間中欠勤のない者 

本給×支給ヶ月 

ｂ）期間中欠勤のある者 

本給×（支給ヶ月×
出勤日数

所定労働日数
） 

 

※細部については労使協議の上決定する。 
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３）プロスタッフ社員 

 

①賞与評価要求 

賞与評価については、制度上の適正な評価に基づき以下の通り要求します。 

Ｂ評価以上を中心とした分布とする。 

 

②賞与支給表要求 

賞与評価については、制度上の適正な評価に基づき以下の通り要求します。 
 

    

支給対象・基準日・支給方法は以下の通り要求します。 

■賞与 

〇支給対象 

2022 年４月 1 日～2022 年９月 30 日まで勤務し引き続き支給当日在籍している者 

※ただし、期間中欠勤・産休・育児休職日数などのある者は、それぞれの定めた支給方法で支給する。 

その際、欠勤日数・休日日数等は、期間中の休日・連続休暇等を除く実質日数とし、それにより出勤日数を算出する。

なお賞与日割については、それぞれの期間の所定労働日数を基礎に算出する。 

 

〇基準日 

2022 年 12 月賞与 本給は、2022 年 9 月 30 日現在とする。 

※ただし、2022 年 4 月 1 日から 2022 年 12 月１日までにプロスタッフからエルダー社員に転換した者は、エルダー社員とし

ての賞与を支給する。 

 

〇支給方法 

ａ）期間中欠勤のない者 

本給×評価別支給ヶ月 

ｂ）期間中欠勤のある者 

本給× (評価別支給ヶ月×
出勤日数

所定労働日数
) 

 

  

S 1.80

A 1.50

B 1.20

C 0.90

D 0.60

基本賞与
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４）エルダー社員 

 

①賞与支給表要求 

賞与評価については、制度上の適正な評価に基づき以下の通り要求します。 

  

 

支給対象・基準日・支給方法は以下の通り要求します。 

■賞与 

１．エルダー社員Ⅰ・Ⅱ・Ⅵ・Ⅶの賞与 

〇支給対象 

2022 年４月 1 日～2022 年９月 30 日まで勤務し引き続き支給当日在籍している者 

 

〇基準日 

2022 年 12 月賞与 時間給は、2022 年 12 月 1 日現在とする。 

 

〇支給方法 

ａ）期間中欠勤のない者 

エルダー社員Ⅰ・Ⅱ みなし本給×評価別支給ヶ月 

エルダー社員Ⅵ・Ⅶ みなし本給×1.0 ヶ月 

※みなし本給＝時間給×週契約時間×52 週／12 ヶ月、100 円未満四捨五入とする 

ｂ）期間中欠勤のある者 

月初から月末までの１ヶ月全く出勤がない場合は、1/6 を控除する。 

■賞与 

１．エルダー社員Ⅲの賞与 

〇支給対象 

2022 年４月 1 日～2022 年９月 30 日まで勤務し引き続き支給当日在籍している者 

 

〇基準日 

2022 年 12 月賞与 本給は、2022 年 12 月 1 日現在とする。 

※ただし、2022 年 4 月 1 日から 2022 年 12 月１日までにエルダー社員に転換した者は、エルダー社員としての賞与を支

給する。 

 

〇支給方法 

ａ）期間中欠勤のない者 

本給×評価別支給ヶ月 

ｂ）期間中欠勤のある者 

本給× (評価別支給ヶ月×
出勤日数

所定労働日数
) 

 

  

S 1.40

A 1.20

B 1.00

基本賞与
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６．今後のスケジュール 

日付 会議体・活動 内容 

10 月 15 日 支部執行委員会 審議決定 

10 月 18、19 日 本部執行委員会 審議決定 

10 月 20 日～10 月 21 日 支部評議員会 審議決定 

10 月 25 日～ メンバーズＶＯＩＣＥ メンバーへの内容説明 

11 月 11 日 支部大会 賞与要求（案）の審議決定 

11 月中旬 労使協議会 12 月賞与要求 

12 月５日  12 月賞与支給 
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 ・10 月の地域別最低賃金改定により、A 地域、C 地域の時間給の改定をおこないます 

１. エルダー社員Ⅰ、Ⅱ、Ⅵ、Ⅶの時間給の対応について 

・ 時間給については、春の交渉時に A～D 地域ごとに設定している最低賃金以上の金額を要求し労使合意していま

す。 

・ 2022 年 10 月に改定される地域別最低賃金により、東京都は 1,072 円、静岡は 944 円に引き上がります。 

そのため、エルダー社員Ⅰ、Ⅱ、Ⅵ、Ⅶにおける時間給もこの改定を踏まえ水準を引き上げます。 

 

２.改定額について 

・ エルダー社員Ⅰ、Ⅱ、Ⅵ、Ⅶの時間給水準を A 地域：1,075 円、C 地域：945 円に引き上げます。 

エリア 地域 時間給 改定時間給 

A 地域 首都圏 1,045 円 1,075 円 

B 地域 名古屋 995 円 改定なし 

C 地域 札幌・仙台・広島・福岡・静岡 930 円 945 円 

D 地域 新潟・高松・松山 930 円 改定なし 

 

３.改定の時期 

・ 上記水準への改定は、地域別最低賃金の改定日に合わせて 10 月 1 日に遡り対応します。  

   

４.エルダー社員における賃金水準の課題と今後の検討について 

・ 現状の水準について、設定した当時の考え方や地域ごとの水準のバランスが最低賃金の改定に伴い変化しているこ

とを課題と捉えています。 

・ 今後は、エルダー社員の処遇のあり方や、プロスタッフ社員を含めた地域区分のあり方などを改めて検討する必要があ

ります。 

 

５.スケジュール 

日付 会議体・活動 内容 

10 月 1 日 支部執行委員会 審議決定 

10 月 12 日 本部執行委員会 審議決定 

10 月 20 日、21 日 支部評議員会 審議決定 

  

２．2022 年度 10 月最低賃金改定に伴う制度改定  

（対象：エルダー社員Ⅰ、Ⅱ、Ⅵ、Ⅶ） 

ＰＯＩＮＴ 

報告事項 
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 ・現在の社員労働協約 退職給付規程 『退職一時金』を 2014 年時に改訂した際、短時間勤務者の退職金ポイントに誤

りがありました。 

 ・実際の運用は適正に行われていたことを確認した上で、労働協約に記載の内容を正しい表記に訂正しました。 

 

1. 労働協約上の記載内容について 

社員労働協約に記載の退職一時金制度に関する主な内容は以下の通りです。 

項目 内容 

支給条件 社員として勤続満 3 年以上 

計算方法 （等級ポイント累計＋役割ポイント累計）×ポイント単価 

※等級ポイント及び役割ポイントは、毎月 1 日現在のポイントを翌月の給与支給

日に加算 

※等級ポイント及び役割ポイントの累計は、入社後満 3 年経過後より開始 

※ポイント単価は、1,000 円 

休職時等のポイント付与 

※休職ならびに 1 ヵ月以上連続した

欠勤及び産前・産後休暇時 

一月当たり別表 1 のステージＣ1 のポイント（7 ポイント）を付与 

      ※休職中は役割を担うことが出来ないため、社員としての最下限ポイントであ

るステージ C1 のポイントを付与 

短時間勤務者のポイント付与 

 ※短時間勤務者 

（育児・介護・要保護者Ｃ） 

別表 1 のポイントを時間按分 

(小数点以下を切上げ)し、加算する。 

ポイント表  

＜別表１＞等級ポイント 

 

 

 

＜別表２＞役割ポイント 

 

 

 

 

 

 

その他 ・特別な事情があり加算が必要と認めた場合には算出された支給額に加算する 

・懲戒解雇又は諭旨解雇する場合は、労使協議の上、算出された支給額から損

害相当額の範囲内で控除することがある 

 

 

 

３．社員における退職一時金のポイント付与における一部見直し（対象：社員） 

ＰＯＩＮＴ 

報告事項 
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２. 現在の労働協約と運用の違い 

現在の労働協約に基づいた場合、短時間勤務者のポイント数が休職者よりも少なく付与されることになります。 

    なお、実際の運用においては、短時間勤務者より休職者の付与ポイントが上回らないことを確認しています。 

     ＜例：ステージ C1（7.5 時間勤務）が育児休職後に 6 時間勤務で復帰した場合＞ 

 

      

 

 

         

 

 

 

 

  

 

３. 労働協約の改訂 

    現状の課題を解消するため、労働協約の記載内容を以下の通り改訂します。 

① 短時間勤務者の退職金ポイント  

   現在運用している内容に基づき表記を以下の内容に改訂します。 

   ＜現行＞                              ＜改訂＞ 

第 204 条（短時間勤務者の退職金ポイント） 

第 202 条の規定にかかわらず、短時間勤務者

（育児・介護・要保護者Ｃ）については、別表

1 のポイントを時間按分(小数点以下を切上

げ)し、加算する。 

 第 204 条（短時間勤務者の退職金ポイント） 

第 202 条の規定にかかわらず、短時間勤務者（育

児・介護・要保護者Ｃ）については、別表 1 および

別表 2 のポイントを合算したポイントを時間按分

(小数点以下を切上げ)し加算する。 

 

② 休職時等における退職金ポイント  

休職時のポイント加算数を社員の最下限ポイントである 7 ポイントと明記します。 

＜現行＞                              ＜改訂＞ 

第 203 条（休職時等における退職金ポイント） 

 第 202 条の規定にかかわらず、休職ならびに 1

ヵ月以上連続した欠勤および産前・産後休暇時

は、一月当たり別表 1 のステージＣ1 のポイン

トを加算する。 

 第 203 条（休職時等における退職金ポイント） 

第 202 条の規定にかかわらず、休職ならびに 1 ヵ月

以上連続した欠勤および産前・産後休暇時は、別

表 1 および別表 2 のポイントに代えて、一月当た

り 7 ポイントを加算する。 

 

                             

   ４. 今後のスケジュール 

     会社とは労働協約改定の覚書を取り交わし、来年の春の交渉時にて労働協約の改訂をおこないます。 

       

  

勤務形態 ポイント数 ポイント詳細 ポイント数 ポイント詳細

通常勤務 ９P 別表１と別表２のステージC1ポイントを合算 ９P 別表１と別表２のステージC1ポイントを合算

休職 ７P 別表１のステージC1ポイント ７P ７Pを加算

育児勤務 ６P

別表1のポイントを時間按分(小数点以下を切上

げ)し、加算する。

ポイント計算式：７P×（６時間／7.5時間）

＝5.6（小数点以下切り上げなので）６P

８P

別表1および別表2のポイントを合算したポイン

トを時間按分(小数点以下を切上げ)し、加算す

る。

ポイント計算式：９P×（６時間／7.5時間）

＝7.2（小数点以下切り上げなので）８P

協約に基づいた付与 実際の付与

休職時のポイント数より育児

勤務時のポイント数が少ない
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 ・社員ステージ C の「期待役割」を現状の役割を踏まえ一本化していきます。 

 ・期待役割の整理に伴い、昇格・進級のルールを見直します。 

   １．現状の課題 

2020 年にステージＣの制度改定をおこないステージ C3 を新設しましたが、その際に期待役割の見直しをおこなわなかっ

たため、改定後の資格・等級の運用に不整合が生じています。 

  

   ２．ステージＣにおける期待役割の整理 

現在のステージ C における等級間で明確な役割の違いがないことや、社員としてのキャリアパスの考え方などから、ステージ

Ｃとしての期待役割を一本化していきます。 

 

 

    

   ３．その他検討項目 

  ステージ C の期待役割が一本化することに関連し、以下の内容についても併せて検討していきます。 

  ＜資格・等級の取り扱いについて＞  

 ・ステージ B への昇格審査の受験基準（有資格までの年数や等級の整理） 

 ・ステージ C2 への進級・格付け基準の整理 

  

高い経営知識・スキル・能力に基づき、会社の事業戦略

や計画の立案、企業統治を行いながら、あらゆる

経営資源を駆使してステークホルダーとの調整を図り

重要課題を解決し、部門成果を最大化する。

変更なし ステージA

会社の方針・戦略を理解し、担当部内の計画立案を行い、

これまでに蓄積した高度で複合的な専門知識と能力を存分

に発揮しながら、計画実現に向け、人・もの・金を管理・

活用し、高い実績と具体的な成果を挙げる。

変更なし ステージB

C3

C2

C1
担当業務において必要とされる基本的な能力・知識・技術を身

につけ、上司の指示・判断に基づき、効果的に業務を遂行する。

キャリアパスとして計画的に配置され、上司の指示のもと

業務を遂行し、上位職に必要とされる基礎的な知識・技術

を身につける。

変更なし ステージCt

ステージC以外は期待役割が一つ。

特定の等級でなければつけない役職

は、C3、C2、C1の中で現在ない。

現在の期待役割

現行のC1およびC2・C3の期待役割を

踏まえステージCに求める期待役割を

設定していきます。

ステージA

ステージB

ステージC

ステージCt

新しい期待役割

ステージC

原則的に複数の専門領域を経験しながら、特定の専門性を

身につけ、上長の指示・判断に基づき効果的に業務を遂行

し、上位職不在時の職務を代行する。

４．社員ステージＣにおける期待役割の整理 （対象：社員） 

ＰＯＩＮＴ 

報告事項 
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 ・賞与と本給の支給バランスについて、年間賃金の中で賞与比重のあり方について、継続的に検証・検討してきました。 

 ・人事制度改定の対応として、これまで段階的にバランスの見直しをおこなってきましたが、グループ全体での業績が安定してい

ないなどの理由から今年度は制度改定をおこなうのは難しく、継続検討項目としていきます。 

 

   １．これまでの経緯 

賞与と本給のバランスについては、これまでもステージＢ、Ｃの本給制度改定に併せて見直しをおこなってきましたが、引き

続き賞与の比重が本給と比較して大きいことから継続的に検討してきました。 

本年度についても、安心や安定を感じられる賃金制度にするために、グループ各社の状況や、新入社員・中途入社者の

採用賃金による採用競争力の確認、一般生計費から見た基準などを踏まえつつ、本給と賞与の支給バランスについて検討

をおこなってきました。 

＜これまでの改定と取り組み＞ 

 

 

 

 

   ２．今年度の協議について 

これまでバランスを変更するための具体的な協議をすすめてきましたが、実施する時期について「賞与自体が都度要求の

状態であること」「グループ全体で再生フェーズにあり賞与水準が安定しない状態にあること」「現時点で実施した場合、移行

対応時に必要な原資をかけることが困難なこと」「移行方法によっては一部のメンバーに年収の減額が生じる可能性があるこ

と」などから、今年度の実施は困難であると判断しました。 

 

   ３．今後の協議について 

協議自体は継続検討項目と、来年度以降も具体的な方法について協議していきます。 

なお実施時期については、グループ、ＩＭＢＳの業績状況などを踏まえ検討していきます。 

 

  

５．人事賃金制度の検討 （対象：社員） 

2020 年 労使で研究開始 ステージ C 制度改定時に一部の賞与⇒本給移行 

2021 年 労使での課題出し ステージ B 制度改定時に一部の賞与⇒本給移行 

2022 年 労使で研究の深堀や、地域のテーマ別ＶＯＩＣＥでのヒアリング 

ＰＯＩＮＴ 

報告事項 



49 

 

 

 

 

・新しい成果評価シートについて、制度趣旨や運用の浸透、適切な評価がされているか確認していきます。 

・2023 年度より、ステージ A、ステージ B で成果評価シートをグループ共通化します。 

   １．新しい成果評価シートの運用について 

新しい成果評価シートについては、2022 年春の交渉で審議決定し、2022 年度から社員、プロスタッフ社員で導入してきま

した。 

これは、本給評価と賞与評価を分離することにより、賞与は単年度の成果行動目標（＋計数目標）を評価し、本給は資

格（ステージ）としての「期待行動目標」を評価することに変更してきました。 

 

今後は、改定した趣旨や実際の運用ルールが浸透し適切な評価がされているかを組合としても１月頃を目途にアンケートを

おこなう予定です。 

また必要に応じて、被評価者に向けての教育などをおこないながら、評価制度の理解を深めていくための取組みをおこないま

す。 

 

＜評価運用に関するスケジュール＞ 

 

●：評価スケジュール   ★：組合の実施予定  

 

  ２．成果評価シートのグループ共通化について 

グループ全体の協議内容として、ステージ A・B の成果評価シートについて 2023 年度をめどにグループ共通化していくことを

検討しています。これはグループ会社をまたぐ人財流動化が進む中、評価者の負担軽減や業務効率向上、被評価者への評

価のグループ平準化による納得性の向上を図る目的があります。 

今後の協議については、具体的な内容がグループ全体で確定次第、検討していきます。 

  

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

●【当年度/上期】 目標設定

●【前年度/下期】 期末面談

評価・賞与考課

●【当年度/上期】 中間面談 ●【当年度/上期】 面談・評価

●【当年度/下期】 目標設定

●【当年度/下期】 中間面談

●6月賞与支給

●7月本給改定

●12月賞与支給

６．評価制度の適正運用 （対象：社員、プロスタッフ社員） 

ＰＯＩＮＴ 

★組合アンケート実施 ★組合目標設定面談動画発信 ★組合目標設定面談動画発信 

報告事項 
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１．短時間勤務制度【育児】の導入について 

現在の育児に関する制度はグループ内では先行している状態でしたので昨年度の導入を見送りましたが、グループの制度改

定を考慮しつつ導入へ向けて検討しています。 

 

２．60 歳以降雇用の人事制度について 

   （１）法改正に関わる対応 

2021 年施行の「高齢者雇用安定法改正」により、65 歳から 70 歳までの就業機会確保が努力義務化されました。 

それを踏まえた上で、グループの考え方も踏まえながら労使で検討します。 

また、60 歳以降の雇用形態間で制度上の不整合などが生じていないかなどを検討していきます。 

  

   （２）エルダー社員地域別の賃金について  

エルダー社員の賃金水準は、転勤をおこなわないことから、地域別の時間給や、業務範囲などを考慮した設定としてきま

した。 

しかしながら、昨今の地域別最低賃金の上昇などから制度導入時の地域ごとの水準バランスが崩れています。 

 

現状の各地域の時給水準は、最低賃金の改定に応じて引き上げが必要となることや、設定時の考え方に基づいた水準で

はないことから、改めて水準や地域の分け方などを検討していきます。 

 

雇用形態別の期待役割 

雇用形態 期待役割 

フェロー社員 上長の指示に基づいて、担当する業務を正確に遂行し、業務改善に積極的に提案・実行できる。 

エルダーフェロー 

エルダー社員 経験に基づく業務知識を活かし、従業員の範となり、業務を遂行できる。 

 

雇用区分別の制度比較

 

Ⅰ Ⅱ Ⅵ Ⅶ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅵ Ⅶ

月給

120日

週 2～5 日 週 4～5 日 週 2～5 日 週 4～5 日 週 2～5 日 週 4～5 日 ー 週 2～5 日 週 4～5 日

週実働

 12 時間以上

 20 時間未満

週実働

28 時間以上

35 時間以内

週実働

12 時間以上

20 時間未満

週実働

28 時間以上

35 時間以内

週実働

12 時間以上

20 時間未満

週実働

28 時間以上

35 時間以内

1 日

 7時間 30 分

年間

 1838 時間

週実働

 20 時間未満

週実働

28 時間以上

 35 時間以内

評価 〇※１ 〇

評価分布

昇給 ×※１ 〇

評価

評価分布

基本賞与

転居を伴う

勤務エリア内

※１：貢献退職金制度にて対応

〇 〇 〇〇

フェロー社員
雇用区分

エルダー社員 エルダー社員エルダーフェロー

・賞与評価なし

× 〇 〇×

異動
× × ××

××

賞与

× 〇 ××

・賞与評価なし ・絶対評価 ・賞与評価なし

所定労働時間

本給

× ××

・B評価以上を中心とした分布 ・本給評価なし ・本給評価なし・本給評価なし

×

年間休日数 個別 個別 個別個別

勤務日数

給与形態 時給 時給 時給時給

７．その他の検討項目  報告事項 
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１．適正な時間管理の推進 

   （１）今年度の取組について 

   労働時間管理に対する意識醸成について、組合として労働時間管理についての従業員意識調査を実施しました。 

結果については、時間外のルールを意識して就業している回答が多くありましたが、一部で始終業の前後 15 分のアローワンス

に仕事をしたときの時間外についてはつけづらいという回答がありました。 

組合としては、改めて正しい就業ルールの徹底に向けた教宣活動に取り組んでいきたいと考えています。 

 

また今期より時間管理委員会を開催し、時間外の内容を確認しながら、時間外が特定の人に偏りがないか、勤務記録を基に

時間外のルールが守られているかなどの確認をおこなっていきます。 

 

   （２）今年度の労使での取組について 

重点取り組み項目 具体的施策 

・適正な時間管理の推進 

（労働時間管理に対する意識醸成） 

・IDLM と Time３の連動データをラインを通じてフィードバック 

・乖離の大きい個人には、直属の上長に報告し、個別対応を

促す 

・月に１回開催の時間管理 MTG にて、勤務記録を確認し、

課題があるメンバーや上司へ個別対応をおこなう 

・有給休暇取得目標の全社員達成 

（総実労働時間 1800 時間未満の維持と更なる短

縮） 

・半期での連休取得計画の取纏め、各所属に毎月取得状況

フィードバックしていく 

・四半期ごとに課題のある個人には、直属の上長に報告し、個

別対応を促していく 

・時間外勤務低減にむけた目標管理の徹底 ・時間外計画の策定時の上司と部下の相互確認の徹底を促

していく 

・四半期ごとに課題のある個人には、直属上長に報告し、個

別対応を促していく 

 

   （３）時間外勤務 

8 月までの実績結果を見ると、業務効率化や時間外のルールの認識、時間外計画に沿った働き方に取り組んでいる成果と

して、本年度は計画を大きく下回ることができています。 

 

  時間外勤務実績（2022 年４月～８月） 

   

  

部門 本年実績 本年計画 計画比 計画差

総務統括部　管理担当 457:51 769:46 59.5% -311:55

総務統括部　政策担当 754:16 797:00 94.6% -42:44

店舗業務部 2862:52 4407:04 69.5% -1544:12

センター業務部 1964:50 3219:49 61.0% -1254:59

ソリューション営業部 689:27 878:08 78.5% -188:41

８．働く環境の整備について （対象：全従業員） 報告事項 
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   （４）有給休暇取得状況 

  2022 年度 有給休暇取得状況（2022 年４月～８月） 

  【2022 年度グループ共通目標】 

 ●全雇用区分対象 新有休の取得率 ＝ 5５％達成 

 

２．風土改革 

   （１）今年度の取組について 

上司と部下のコミュニケーション促進について、組合としては本年度より改定した成果評価シートの運用に関する目標設定面談

の動画を配信しました。内容については、面談を再現しながら成果評価シートを記入していく実践的な内容とともに、実際どのよう

に会話で進めていくかを伝えています。 

 

【面談動画】 

 

HP 上の該当ページの URL【 https://members.imgu.or.jp/ha001/2802 】 

QR コード⇒  

対象 新有給 取得目標

区分 人数 付与日数 日数 本年 前年 前年比
取得目標から

の取得率

ステージA 11 22.0 12.0 5.3 5.0 106.0% 44.2%

ステージB 95 21.8 11.9 4.1 5.4 75.9% 34.5%

ステージC 146 19.2 10.5 5.6 5.9 94.9% 53.3%

プロスタッフ社員 66 20.7 11.2 7.5 6.6 113.6% 67.0%

エルダー社員 79 21.3 11.6 8.4 7.4 113.5% 72.4%

計 397 21.0 11.4 6.2 6.1 100.8% 54.3%

フェロー社員 117 16.9 9.2 14.35 13.8 104.0% 156.0%

累計（４月～８月）

※フェロー社員は2021年10月付与の有給から起算

※累計は2021 10/11～9/10になります
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   （２）今年度の労使での取組について 

重点取り組み項目 具体的施策 

・双方向による情報の送受信の更なる活性化 

 

・ポータルを通じた情報発信（月次にて社長コメントを動画配

信） 

・Teams 活用による経営とマネジメント間の情報受発信 

・半時ごとのリモートによる全国マネージャー会議開催 

・上司と部下とのコミュニケーション促進 

 

・目標設定面談に関する実践動画配信、面談内容や実施状

況に関するアンケートの実施 

・ステージＢを対象にした「１on１セミナー」の開催（ステ B 全

員参加） 

・面談実施状況に関するアンケート実施（Forms） 

・IMBS 「私たちの考え方」（＝行動指針）の実行・実

装 

・各所属における業務改善や業務開拓などをポータルを通じて

全社に発信 

 ⇒全社で事例の共有、好事例については表彰（ＩＭＢＳ

アワード） 

 ⇒さらに、参考とできる事例は、他の所属で積極的に展開 

 

３．ハラスメント撲滅 

   （１）今年度の取組について 

ハラスメント防止活動の推進について、今期より四半期に１度開催していたハラスメント防止対策委員会とは別に、月１回の

ハラスメント防止ＭＴＧを開催しています。内容については、労使双方よりハラスメントを未然に防ぐための啓発活動などについて

協議しています。 

 

また、下期にはハラスメント防止に関する教宣動画を配信する予定です。 

 

<動画イメージ> 

 

 

   （２）今年度の労使での取組について 

重点取り組み項目 具体的施策 

・ハラスメントの正しい理解と定着 ・ポータルによる情報発信の活性化 

 ⇒各種啓発ツールの活用、発生事例 

・ハラスメント防止に関する教育機会の提供 

 ⇒グループや自社による E ラーニング、啓発動画の配信  

・職場におけるマネジメント体制の強化 ・マネージャー教育の実施 



54 

 

 ⇒ 職場における課題調査（アンケートの実施） 

 ⇒ 全国 M 会議等を通じてマネージャーとして必要な知識を

共有、職場にて実践していく 

・労使協働によるハラスメント防止活動の推進 ・四半期に１度開催のハラスメント防止対策委員会とは別に、

月に１回のハラスメント防止ＭＴＧを開催し、労使双方から

情報を集約し、ハラスメント撲滅活動の活性化を図る 

 

  



55 

 

M E M O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

  


